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狂犬病予防集合注射を実施します
■問い合わせ
　市民生活課�生活環境係　☎75−６１１7

■問い合わせ　市民生活課�保険年金係　☎75−２１59

　後期高齢者医療保険料と多久市国民健康保険税を特
別徴収で納めている人の仮徴収が ４月から始まります。

■保険料（税）の特別徴収の方法
　新しい年度になってしばらくは、保険料の算定の基
になる市民税の課税、非課税の別や、所得金額が確定
しないため、年間の保険料を決定することができませ
ん。このため、年金天引きされる特別徴収の人は、４・
６・ 8月を仮徴収として平成２7年 ２ 月分と同額を、暫
定で年金から天引きし、１０月以降で １年分の調整をし
ます。

■「仮徴収額決定通知書」を送付
　平成２7年 ４ 月から特別徴収が新たに始まる次の人に
は、保険料（税）の「仮徴収額決定通知書」を送付します。
　○�平成２６年 8 月 ２ 日から１０月 １ 日までに後期高齢者
医療制度に加入された人

　○�国民健康保険の世帯主が、平成２６年 8 月 ２ 日から
１０月 １ 日までに６5歳となり、国保加入者全員が６5
歳となった世帯

※ 普通徴収（納付書や口座振替で納付）の人は、 ６ 月
からの納付となります

　多久市では以下の日程で狂犬病予防集合注射を実施します。
　犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。飼い犬には必ず受けさせましょう！

特別徴収の仮徴収が 4月から始まります
後期高齢者医療保険料・国民健康保険税

日　時 場　所

４ 月 9 日㈭
9時～１０時 納所会館

１０時３０分～１１時３０分 南多久公民館
１４時～１5時 東多久公民館

４月１１日㈯
9時３０分～１１時 母子健康センター

１３時３０分～１４時３０分 東多久公民館

４月１5日㈬
１０時～１１時 母子健康センター

１３時３０分～１４時３０分 荕原公民館

４月１8日㈯
9時～１０時 多久公民館

１０時３０分～１１時３０分 西多久公民館
１３時３０分～１４時３０分 宮ノ浦公民館

【持参するもの】
登録済みの犬の場合
○通知はがき
○注射料と注射済票交付手数料（ １頭につき３,１5０円）
新規に登録する犬の場合
○登録料、注射料と注射済票交付手数料
　（ １頭につき６,１5０円）
※�新規登録の場合は手続きが必要です。（飼い主の氏名、
住所、電話番号、犬の名前、犬種、犬の性別、毛の色）

お願い！
※実施時間の前半は、大変混みあいます。
※�この日程で受けられない場合は、動物病院で注射を受
けてください。注射後に動物病院で発行される「狂犬
病予防注射済証」を市民生活課生活環境係へ届けてく
ださい。
※「鑑札」と「注射済票」は犬の首輪につけましょう。

借金の相談は無料で随時受け付けます。民事・刑事の身の回りの問題もご相談ください。

過払い請求借金問題
○サラ金からの借金を完済された方、時効前（10年）であれば、過払い請求が可能です。
○過払いの請求の場合、着手金不要（解決後、報酬金のみ）裁判までします。（印紙代等の実費は負担）

営業時間    平日 9：00～18：00　土曜 9：00～12：00　日曜・祝日休

弁護士 高﨑繁行（佐賀県弁護士会所属）
高﨑繁行法律事務所
唐津市千代田町2109-17 くりはらビル1F

TEL 0955-70-0315
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